
【報告２～４】 

 

（２）四国中央地区空き家対策総合実施計画について 

 

   令和３年度 老朽危険空家除却補助金 ６４０万円（８件分） 

         事前調査公募期間  4 月 20 日～5月 19 日 

事前調査応募件数  12 件 

         事前調査結果    交付対象 5 件  交付対象外 7件 

 

 

（３）令和３年度新規実施事業について 

 

四国中央市空家取得・リフォーム支援事業費補助金交付事業 

 

①目的 

空家を取得し、又はリフォーム工事を行う者に補助金を交付することにより、

市内の空家の有効活用を通して住宅ストックの循環を促す。 

 

②補助対象事業 

第１号事業 自ら又親族が居住するために空家を購入すること（＊） 

第２号事業 相続等により取得した空家を自ら又は親族が居住するためにリ

フォームすること 

第３号事業 売買、相続を問わず取得した空家を自ら又は親族が一時居住（毎

月１日以上の寝食の場とすること）するためにリフォームすること 

 

③補助金額 

補助対象事業費の１／３以内（限度額１５万円） 

  

④住宅金融支援機構優遇金利の適用（＊） 

第１号事業については、住宅金融支援機構「フラット 35（地域連携型）」を利

用する際に、優遇金利（△0.25％）が適用される。但し、同機構の規定上、当市

補助金が満額（15 万円）支給される事案に限られる。 

 


